
上越市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める

条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第１号  

上越市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定

める条例 

（別紙のとおり）  

 

 

上越市行政手続条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第２号  

上越市行政手続条例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 

 

上越市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第３号  

上越市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正

する条例 

（別紙のとおり）  

 



上越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第４号  

上越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第５号  

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例 

（別紙のとおり）  

 

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第６号  

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  



教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念す

る義務の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第７号  

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専

念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 

 

上越市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の

一部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第８号  

上越市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



上越市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第９号  

上越市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部

を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 

 

上越市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第１０号  

上越市介護保険条例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 

 

上越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公

布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第１１号  

上越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 

 



上越市児童館条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第１２号  

上越市児童館条例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 

 

上越市妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第１３号  

上越市妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例の一

部を改正する条例 

（別紙のとおり）  

 

 

上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第１４号  

上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  



上越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第１５号  

上越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 

 

上越市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第１６号  

上越市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



上越市法定外公共物管理条例及び上越市準用河川管理条例の

一部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第１７号  

上越市法定外公共物管理条例及び上越市準用河川管理条

例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 

 

上越市ガス水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第１８号  

上越市ガス水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 

 

上越市企業振興条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第１９号  

上越市企業振興条例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 



上越市立学校条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第２０号  

上越市立学校条例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  

 

 

上越市奨学基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第２１号  

上越市奨学基金条例の一部を改正する条例  

（別紙のとおり）  



上越市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

 第１節 利用定員に関する基準（第４条） 

 第２節 運営に関する基準（第５条－第３３条） 

第３章 雑則（第３４条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第５４条の３において準用する法第４６条第３項の規定に基づき、特定乳児等通園

支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「特定乳児等通園支援事業」とは、法第３０条の２０第１項に規

定する特定乳児等通園支援を行う事業をいう。 

（一般原則） 

第３条 特定乳児等通園支援事業者（法第５４条の３に規定する特定乳児等通園支援事業者

をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽

減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、

全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなけ

ればならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小

学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以

下同じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立

って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、新潟

県、市、特定教育・保育施設等（法第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設及び法

第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特定乳児等

通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小



学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の

整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所

（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施その他の措置

を講ずるよう努めなければならない。 

   第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

    第１節 利用定員に関する基準 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５４条の２第１項の  

確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３０条の１６に規定す  

る乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等通園支援事業者が提 

供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数 

及び時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定員を定めるものとする。 

    第２節 運営に関する基準 

（面談） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支 

援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等  

通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心 

身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との 

面談（映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。） 

を行わなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第２０条 

に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１３条の規定により当該特定乳児等通 

園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関 

する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明し、当該 

申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならない。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第３０条の１５第３ 

項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用の申込みを受けた 

ときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について法 



第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により市が行うあっせん及び要請 

に対し、できる限り協力しなければならない。 

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支  

援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等  

通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第３０条の１５第３項に規 

定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則（平 

成２６年内閣府令第４４号）第２８条の２４各号に掲げる事項を確認するものとする。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の認定（以下この条におい 

て「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の申込みがあった場  

合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必 

要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等 

支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育  

環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の 

教育・保育等（法第５６条第１項に規定する教育・保育等をいう。）の利用の状況の把握 

に努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第１１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供され 

る法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法第２９条第１項に規定する特定地域 

型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他 

特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第１２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日 

時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

（支払） 

第１３条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２０第５項（法第 

３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の規定により市が支払う特定乳児等

通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園

支援事業者が受領することをいう。次条において同じ。）を受けないときは、乳児等支援



給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法

第３０条の２０第３項に規定する額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものと

する。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の提 

供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると認め  

られる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と 

特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を乳 

児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援に 

おいて提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等支援給付 

認定保護者から受けることができる。 

⑴ 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用 

⑵ 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

⑶ 食事の提供に要する費用 

⑷ 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費

用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であっ

て、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の額 

を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなければな

らない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、あらかじ 

め、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求める理由に  

ついて書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行 

い、文書による同意を得なければならない。ただし、第３項の規定による金銭の支払に係 

る同意については、文書によることを要しない。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳 

児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等支 

援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費用 

の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費用の 



額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給 

付認定保護者に対して交付しなければならない。 

（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第１５条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 

２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容について内 

閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭和２２年法律第  

１６４号）第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に留意し 

て、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通 

園支援の提供を適切に行わなければならない。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価 

を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表 

し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第１７条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の 

心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当該乳 

児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言 

その他の援助を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１８条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行ってい 

るときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速や  

かに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置 

を講じなければならない。 

（乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知） 

第１９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給付 

認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支援 

給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に 

通知しなければならない。 

（運営規程） 

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す 

る規程（第２３条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 



⑴ 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

⑵ その提供する特定乳児等通園支援の内容 

⑶ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑷ 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

⑸ 第１３条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払

を求める理由及びその額 

⑹ 第４条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

⑺ 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たって

の留意事項 

⑻  緊急時等における対応方法 

⑼  非常災害対策 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑾ その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２１条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定乳 

児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤務 

の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通園 

支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、特定 

乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のために、 

その研修の機会を確保しなければならない。 

（利用定員の遵守） 

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は、第４条第１項の規定により定める１時間当たりの 

利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

（掲示等） 

第２３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運 

営規程の概要、職員の勤務の体制、第１３条の規定により乳児等支援給付認定保護者から  

支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択 

に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公 

衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送 

信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供 



しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２４条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、出身、 

信条、性別、年齢、社会的身分、障害の有無、乳児等支援給付認定保護者が第１３条の規 

定による利用に要する費用を負担するか否かその他いかなる理由によっても、差別的取扱

いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第２５条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福 

祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身 

に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（秘密保持等） 

第２６条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上 

知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当な 

理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らす 

ことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業者、 

地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定子ども 

に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに 

係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第２７条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しようと 

する乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえて 

適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、その提供する特定乳児 

等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場合 

において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規定する事 

業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において「利用者支援 

事業者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地域型保育を行う事業者を 

いう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者（乳児等通園支援を行う事業 



者をいう。次項において同じ。）又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又は 

その家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その 

他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事業 

者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又はそ 

の家族を紹介することを対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等 

支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援給付認定子ど 

もの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」という。）からの苦情に 

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置 

を講じなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容その 

他の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給 

付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努めなければならな 

い。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第３０条の 

１３において準用する法第１４条第１項の規定により市が行う報告若しくは帳簿書類その 

他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市の職員からの質問若しくは特定乳児等通園 

支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定 

子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受 

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市 

に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第３０条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的 

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各 

号に定める措置を講じなければならない。 

⑴ 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防



止のための指針を整備すること。 

⑵ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報

告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。 

⑶ 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援 

の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児等支援給付認定子どもの家 

族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について 

記録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援 

の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならな 

い。 

（会計の区分） 

第３２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業の 

会計と区分しなければならない。 

（記録の整備等） 

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計 

に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援 

の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら 

ない。 

⑴ 第１５条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

⑵ 第１２条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

⑶ 第１９条の規定による市への通知に係る記録 

⑷ 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 第３１条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

   第３章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３４条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののう 

 ち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本 

その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の 

有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うことが規定されているものについ 



ては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その 

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機 

による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）により行うこと 

ができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出については、

当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代 

えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面 

等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織

（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使

用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条に

おいて同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げ

るもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。こ

の場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出した 

ものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の

使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れた記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、乳児

等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定

保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨

の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに 

記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力するこ 

とにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとするときは、 

あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用いる次に 

掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければな 

らない。 



⑴ 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付認定保 

護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった 

ときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供を電磁 

的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規 

定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から第５項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得につい  

て準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書  

面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書面 

等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提供 

する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等に 

よる同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受 

ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付す 

る」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する 

前項各号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項において準用する第２項」と、

「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあ 

るのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項にお 

いて準用する第２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは「第６項において準用する前 

項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する記載 

事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替える 

ものとする。 

附 則 

  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



上越市行政手続条例の一部を改正する条例 

上越市行政手続条例（平成８年上越市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条第３項を次のように改める。 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第１

項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。 

 第１４条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第３

号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をい

つでもその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）を規則で定める

方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載

された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置し

た電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるこ

とによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から２週間を経

過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

 第１５条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

 第２１条第３項中「第１４条第３項」を「第１４条第３項及び第４項」に改め、同項後段

を次のように改める。 

この場合において、同条第３項及び第４項中「不利益処分の名宛人となるべき者」とあ

るのは「当事者又は参加人」と、同項中「とき」とあるのは「とき（同一の当事者又は参

加人に対する２回目以降の通知にあっては、当該措置を開始した日の翌日）」と読み替え

るものとする。 

第２８条中「第１４条第３項、第１５条及び第１７条」を「第１４条第３項及び第４項、

第１５条並びに第１７条」に、「「同項第３号及び第４号」とあるのは「同項第３号」を

「同条第４項中「第１項第３号及び第４号」とあるのは「第２７条第１項第３号」に、「同

条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１４条第３項後段」を「第１４条第４項後段」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第１４条第３項及び第４項の規定（これらの規定を同条例又は他の条例におい

て準用する場合を含む。）は、この条例の施行の日以後にする通知について適用し、同日



前にした通知については、なお従前の例による。 



 

 

   上越市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 上越市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年上越市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 目次を削る。 

 「第１章 総則」を削る。 

 第２条中「及び上越市議会における会派（２人以上の議員により結成され、別に定めると

ころにより議長に届出をしたものをいう。以下「会派」という。）」を削る。 

 第３条を次のように改める。 

 （政務活動費を充てることができる経費の範囲等） 

第３条 議員は、政務活動費を当該議員が行う政務活動（調査研究、研修、広報、広聴、市

民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反

映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動をいう。以下同じ。）に要す

る経費（別表第１に定める政務活動に要する経費に限る。）に充てることができる。 

２ 会派（２人以上の議員により結成され、別に定めるところにより議長に届出をしたもの

をいう。以下同じ。）は、会派に属する議員に交付された政務活動費の全部又は一部を徴

収し、会派が行う政務活動に要する経費（別表第２に定める政務活動に要する経費に限

る。）に充てることができる。 

３ 前項の規定により政務活動費を徴収し、会派が行う政務活動に要する経費に充てる会派

は、経理責任者を置かなければならない。 

 「第２章 議員政務活動費」を削る。 

 第４条第１項中「３万７，５００円」を「５万円」に改める。 

 第３章を削る。 

 「第４章 収支報告等」を削る。 

 第９条第１項を次のように改める。 

  次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる報告書（以下「収支報告書」という。）を翌

年度の４月３０日までに議長に提出しなければならない。 

 ⑴ 議員政務活動費の交付を受けた者 政務活動費に係る収入及び支出の報告書 

 ⑵ 会派が行う政務活動に政務活動費を充てた会派の経理責任者 政務活動費を充てた会

派の政務活動に係る収入及び支出の報告書 

 第９条第２項中「会派政務活動費の交付を受けた」を「会派が行う政務活動に政務活動費

を充てた」に改め、同条を第６条とする。 

第１０条中「又は会派政務活動費の交付を受けた会派」を削り、「第３条」を「第３条第



 

 

１項」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 第３条第２項の規定により会派が行う政務活動に政務活動費を充てた会派は、一の年度

において会派に属する議員（以下この項において「所属議員」という。）から徴収した政

務活動費の額から当該年度において同項に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控

除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を所属議員に返還しなければならな

い。 

 第１０条を第７条とする。 

 第１１条中「第９条第１項」を「第６条第１項」に改め、同条を第８条とする。 

 「第５章 雑則」を削る。 

 第１２条を第９条とする。 

 別表第１に次のように加える。 

会派が行う政務活動費 会派に属する議員が会派の行う政務活動に拠出する経費 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の上越市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後

に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、な

お従前の例による。 

（上越市特別職報酬等審議会条例の一部改正） 

３ 上越市特別職報酬等審議会条例（昭和４６年上越市条例第１１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第３号中「議会の会派又は」を削る。 

 



上越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

上越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４６年上越市

条例第７６号）の一部を次のように改正する。 

別表各種検診出務医師の項中「２０，２００円」を「３０，０００円以内」に改め、同表

鳥獣被害対策実施隊員の項中「４，９６０円」を「６，５６０円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４７年上越市条例第４１号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「５３１，０００円」を「５４５，９００円」に改め、同条第２号中   

「４６９，８００円」を「４８３，０００円」に改め、同条第３号中「４４２，１００円」

を「４５４，５００円」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



   特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 特別職の職員の給与に関する条例（昭和４７年上越市条例第４２号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条第１号中「９６９，２００円」を「９９６，３００円」に改め、同条第２号中   

「７３１，４００円」を「７５１，９００円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



   教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条

例の一部を改正する条例 

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

（昭和４７年上越市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「６３２，６００円」を「６５０，３００円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



上越市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

上越市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４６年上越市条例第２７

号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第２項第１号中「９６，０００円」を「１４０，０００円」に改め、同項第５号

中「３７，０００円」を「４１，０００円」に改める。 

第１３条中「旅行した場合」の次に「、団長については市長相当職、副団長については副

市長相当職、団長及び副団長以外の団員は一般職の職員とみなし」を加え、同条後段を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



上越市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例 

上越市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成９年上越市条例第５４号）の一部

を次のように改正する。 

第１９条第１項第５号中「１８４円」を「１９８円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第１９条の規定は、この条例の施行の日以後に行うし尿の処理について適用し、

同日前に行ったし尿の処理については、なお従前の例による。 



上越市介護保険条例の一部を改正する条例 

 上越市介護保険条例（平成１２年上越市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の２条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１９条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課す

る市町村に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の

賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者（同法第２９４条第３項

の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に

限る。以下この条及び次条第１項において同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給

与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等を

いう。以下同じ。）の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００円未満である

者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第８条第１項（第６号から

第１６号までに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号中「地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下

「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用があ

る場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除し

て得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあ

るのは、「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第 

１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規

定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の

規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から 

５５万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２

第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合

には、零とする。以下同じ。）」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中

の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０００円未満である者に限

る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第８条第１項（第６号から第１６

号までに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号中「地方税法（昭和 

２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計



所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項

若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合

には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、

「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与

所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によっ

て計算した金額に１０万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２

第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合

には、零とする。以下同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中

の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満である者に限る。）の令

和８年度における保険料率の算定についての第８条第１項（第６号から第１６号までに係

る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号中「地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」と

いう。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第 

３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該

合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当

該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所

得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含

まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算し

た金額に６５万円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に

規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法

律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５の給与等の金

額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控

除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額



が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例）  

第２０条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第８条第１項の

規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のう

ちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当

する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が

課されている者とみなす。 

⑴ 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料の賦課

期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。）であって、令

和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課す

る市町村に住所を有するもの（同法第２９４条第３項の規定により当該市町村の住民基

本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）  

⑵ 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の同法の

規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合の

いずれかに該当するもの  

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００円未満

であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給

与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合  

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０００円未

満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円以

下である場合  

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満であり、

かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５万円から、同年

中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律

（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別

表第５」という。）の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた

別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下で

ある場合  

⑶ 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の同法の

規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合の

いずれかに該当するもの  

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００円未満



であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い当該市

町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与

等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合  

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０００円未

満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い当該

市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円以下

である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満であり、

かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条

例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５万円から、同年中

の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別

表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控

除して得た額を控除して得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第８条第１項の規定の

適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、同項第２

号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保険者は、同年度分

の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



上越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

上越市国民健康保険税条例（昭和４６年上越市条例第５３号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項第１号中「及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金

（以下「介護納付金」という。）」を「、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定に

よる納付金（以下「介護納付金」という。）及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」とい

う。）」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑷ 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用（新潟県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ど

も・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民

健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第３条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（２項世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割

額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（法第７０３条の４第３０項に規定

する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割

額を加算した額とする。 

第４条第１項及び第２項中「１００分の７．５０」を「１００分の６．９０」に改める。 

第５条中「１万９，４００円」を「２万円」に改める。 

第６条第１号中「２万６，０００円」を「２万２，０００円」に改め、同条第２号中「１

万３，０００円」を「１万１，０００円」に改め、同条第３号中「１万９，５００円」を     

「１万６，５００円」に改める。 

第１０条の次に次の３条を加える。 

（子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第１０条の２ 第３条第５項に規定する子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額は、被

保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の０．２９を乗じて算定する。 

（子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額） 

第１０条の３ 第３条第５項に規定する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額は、被保険者１人について１，５００円とする。 

（子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均等割額） 

第１０条の４ 第３条第５項に規定する１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険



者１人について４８円とする。 

第２５条第１項中「並びに介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）」を「、介護納付金課税額からエに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）

並びに子ども・子育て支援納付金課税額からオに掲げる額を減額して得た額」に改め、同項

第１号ア中「１万３，５８０円」を「１万４，０００円」に改め、同号イ（ア）中「１万   

８，２００円」を「１万５，４００円」に改め、同号イ（イ）中「９，１００円」を    

「７，７００円」に改め、同号イ（ウ）中「１万３，６５０円」を「１万１，５５０円」に改め、

同号に次のように加える。 

オ 子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者（２項世帯主を除

く。）１人について １，０５０円 

第２５条第１項第２号ア中「９，７００円」を「１万円」に改め、同号イ（ア）中「１万  

３，０００円」を「１万１，０００円」に改め、同号イ（イ）中「６，５００円」を    

「５，５００円」に改め、同号イ（ウ）中「９，７５０円」を「８，２５０円」に改め、同号に

次のように加える。 

オ 子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者（２項世帯主を除

く。）１人について ７５０円 

第２５条第１項第３号ア中「３，８８０円」を「４，０００円」に改め、同号イ（ア）中 

「５，２００円」を「４，４００円」に改め、同号イ（イ）中「２，６００円」を「２，２００

円」に改め、同号イ（ウ）中「３，９００円」を「３，３００円」に改め、同号に次のように加

える。 

オ 子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者（２項世帯主を除

く。）１人について ３００円 

第２５条第２項第１号ア中「２，９１０円」を「３，０００円」に改め、同号イ中   

「４，８５０円」を「５，０００円」に改め、同号ウ中「７，７６０円」を「８，０００円」

に改め、同号エ中「９，７００円」を「１万円」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑶ 子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号オに規定する金額を減額した世帯 ２２５円 

イ 前項第２号オに規定する金額を減額した世帯 ３７５円 

ウ 前項第３号オに規定する金額を減額した世帯 ６００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ７５０円 



第２５条第３項に次の２号を加える。 

⑺ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当

該出産被保険者につき第１０条の２の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑻ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額 当該出産被保険者につき第１０条の３の規定により算定した被保険者均等割額

（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者

均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

附則第４項、第５項及び第７項から第１４項までの規定中「第９条及び第２５条」を「第

９条、第１０条の２及び第２５条」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の上越市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 



上越市児童館条例の一部を改正する条例 

上越市児童館条例（昭和４６年上越市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第１条の表諏訪児童館の項を削る。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



上越市妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

上越市妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例（昭和４８年上越市条例第１１号）の

一部を次のように改正する。 

第９条第１項第１号中「の属する月の翌月の初日」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第９条の規定は、この条例の施行の日以後に妊娠の届出を行う者に対する医療

に係る助成について適用し、同日前に妊娠の届出を行った者に対する医療に係る助成につ

いては、なお従前の例による。 



上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平

成２６年上越市条例第６９号）の一部を次のように改正する。 

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こど

も園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第２７条の２第１項各号、

幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第２８条第２項において準

用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



上越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

上越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年上越市条

例第７０号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

第１４条を次のように改める。 

（児童対象性暴力等の防止） 

第１４条 家庭的保育事業者等は、法第３４条の１６第４項において準用する法第２１条の

５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事

業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９号）

第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防止し、

及び児童対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童等対象業

務従事者（利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のあ

る環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第

１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなければならない。 

第１８条第２項を次のように改める。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断又は

健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健

康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）が

行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又

は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わない

ことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる

健康診断等の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における乳児又は幼児（以下

「乳幼児」という。）の利用開始前の健康

診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の健康診

断、定期の健康診断又は臨時の健康診断 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１４条の改正規定は、令和８年１２月 

２５日から施行する。 

 



上越市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

上越市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年上越市条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「職員（」の次に「市長の監督に属する」を加える。 

 第１０条（見出しを含む。）、第１１条見出し及び同条第１項中「乳児等通園支援事業者」

を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

第１４条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に、「第３３条の１０

各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（児童対象性暴力等の防止） 

第１４条の２ 乳児等通園支援事業者は、法第３４条の１６第４項において準用する法第 

２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育

保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律

第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）

を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児

童等対象業務従事者（利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び

閉鎖性のある環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同

法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなければな

らない。 

第１７条第６号中「乳児又は幼児の区分ごとの」を削り、同条第７号中「並びに」を「そ

の他の」に改める。 

第１９条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

第２１条第３項中「係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２７条第１項又は第２９条第 1 項の確認において定める利用定員をいう。）」を

加える。 

第２３条の次に次の１条を加える。 

（設備及び職員の基準の特例） 

第２３条の２ 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保育を行う事業

者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前

２条の規定は適用しない。 

第２７条後段を削る。 

第２８条中「職員」を「乳児等通園支援事業所の職員」に改める。 



附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

⑴ 第１４条の改正規定（「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

める部分に限る。） 公布の日 

⑵ 第１４条の次に１条を加える改正規定 令和８年１２月２５日 



 

上越市法定外公共物管理条例及び上越市準用河川管理条例の一部を改正する条例 

 （上越市法定外公共物管理条例の一部改正） 

第１条 上越市法定外公共物管理条例（平成１４年上越市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

 「    「    

別表第２中 

 １７５円  

を  

２００円  

に改める。 

 ６５円  ７５円  

 １３０円  １５０円  

 ３，９４０円  ４，５００円  

 ７，８９５円  ９，０１５円  

 ７，８９５円に長径が  

１２０ｃｍを超える 

１５ｃｍまでごとに 

７８９円を加算した額 

 ９，０１５円に長径が  

１２０ｃｍを超える 

１５ｃｍまでごとに 

９０１円を加算した額 

 

 １９５円  ２２０円  

 １７５円  ２００円  

 １５０円  １７０円  

   」    」  

 （上越市準用河川管理条例の一部改正） 

第２条 上越市準用河川管理条例（平成１４年上越市条例第８号）の一部を次のように改正

する。 

 「    「    

別表第３中  

１９５円  

を  

２２０円  

に改める。 １７５円  ２００円  

１５０円  １７０円  

   」    」  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の上越市法定外公共物管理条例別表第２の規定及び第２条の

規定による改正後の上越市準用河川管理条例別表第３の規定は、この条例の施行の日以後

の徴収に係る採取料について適用し、同日前の徴収に係る採取料については、なお従前の

例による。 



上越市ガス水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

上越市ガス水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成２７年上越市条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

第３条中「６１０，９００円」を「６２８，０００円」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



上越市企業振興条例の一部を改正する条例 

上越市企業振興条例（昭和６０年上越市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第１号サを次のように改める。 

サ アからコまでに掲げる事業のほか、地域経済の発展に寄与する事業として市長が特に

認めるもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



上越市立学校条例の一部を改正する条例 

上越市立学校条例（昭和４６年上越市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

別表第２上越市立牧中学校の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和９年４月１日から施行する。 



上越市奨学基金条例の一部を改正する条例 

上越市奨学基金条例（昭和４８年上越市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「１億３，７６１万２，０００円」を「１億４，０６１万２，０００円」

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


